
 

 

 

 

 

子どもたちの校外生活における生命の安全と健全育成を図ることを目的として作成したものです。家庭におかれましては、こ

の趣旨を十分ご理解いただき、どの子もしっかりした生活ができるようにご指導願います。 

 

1 外出について 

帰宅時刻 

（家にいなければならない時間） 

４月 午後５時３０分 

５～８月 午後６時 

９月 午後５時３０分 

１０月 午後４時３０分 

１１～１月 午後４時 

２月 午後４時３０分 

３月 午後５時 

（保護者や保護者の依頼を受けた責任の持てる成人と一緒の場合は除きます。また日没が早い場合は日没の時間までに帰宅しましょう。） 

外
出
の
約
束 

外出する時は、保護者の許しをもらうこと。保護者が留守のときは、「だれと、どこへ、何をしに、いつ帰るか。」

などのメモなどをしておくようにしましょう。（校区内で出かける場合） 

豊川コミセンや日新温水プールなどへ出かける時は、保護者の許しをもらって出かける。 

※ただし、一人での外出や学習活動に関係のない校区外への外出は禁止します。 

外出する時は、必要以上のお金を持たないようにしましょう。 

親が留守の家に入って遊んではいけません。また、子どもだけでの外泊は禁止します。 

子どもだけでの外の一人歩き、一人遊びはできるだけしないようにしましょう。特に、暗くなってからの一人で

の外出は防犯のため禁止します。 

服装は、不審者からの被害を防ぐためにも、露出の多い服装や華美なものは避けましょう。 

不審者や変質者の被害にあいそうになったら、大声で助けを求め、近くの家や店などにかけ込みましょう。 

 

2 立ち入り禁止の場所について 

・飲食店には保護者と一緒でなければ入れません。 

・パチンコ店、場外馬券場など小・中学生の入場が認められない施設への出入りは、保護者又は保護者の依頼を得た責任の持て

る成人と一緒でも禁止です。 

・ゲームセンターやゲームコーナー（専門店、大型店、デパートなど）、カラオケ店、インターネットカフェは小中学生のみの

入店は禁止です。保護者又は保護者の依頼を得た責任の持てる成人と一緒に利用しましょう。 

・映画館、ボウリング場は保護者の責任の下、店舗が示すルールに従って利用しましょう。 

・用事がないのにお店に出入りや、友達同士でのお金の貸し借りや「おごり・おごられ」を絶対にしてはいけません。 

 

3 遊びについて 

・放課後グラウンドで遊ぶときは、いったん帰宅してから遊びましょう。 

・工事現場、JR線路敷地内、苫小牧川の敷地内には、入ってはいけません。 

・ごみを散らかす、よその家の敷地に入るなど、人に迷惑をかけないようにしましょう。 

・刃物やマッチ・ライターなど危険な物を持ち歩いてはいけません。 

・魚つり、キャンプ、登山は、大人といっしょに行くようにしましょう。 

・道路で遊んではいけません。（特にボール遊びや、冬のそり遊び・雪山遊びは大変危険です。） 

・花火遊びは、安全な場所で大人と一緒にしましょう。爆竹、かんしゃく玉のような危険な花火はしてはいけません。 

・インラインスケート、スケートボード、キックボード、ローラーシューズなどは、車道、歩道、遊歩道などの路上で乗っては

いけません。 


